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多
久
市
国
民
健
康
保
険
・
佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加

入
者
で
、
佐
賀
中
部
広
域
連
合
の
介
護
保
険
加
入
者
の
う
ち
、

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
対
象
と
な
っ
た
人
に
は
、
多
久

市
ま
た
は
佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
通
知
書
を
送

付
し
ま
す
。
な
お
、
通
知
書
が
な
く
て
も
、
対
象
期
間
内
の
転

入
や
、
健
康
保
険
の
変
更
等
で
異
動
が
あ
っ
た
人
の
う
ち
、
高

額
の
医
療
保
険
・
介
護
保
険
自
己
負
担
分
を
支
払
っ
た
人
は
支

給
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
、
保
険
年
金

係
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

加入保険・年齢
所得区分

対象となる自己負担額

国民健康保険 + 介護保険 後期高齢者医療保険
＋

介護保険70歳未満 70～74歳

現役並み
所得者

基礎控除後の総所得
212万円以上

67万円以上 67万円以上９０1万円超
6００万円〜９０1万円 141万円以上

一　般
21０万円〜6００万円 　67万円以上

５6万円以上 ５6万円以上
21０万円以下 　6０万円以上

住民税
非課税

Ⅱ
　34万円以上

31万円以上 31万円以上
Ⅰ

（年金収入８０万円以下等） 1９万円以上 1９万円以上

※超えた額が500円未満の場合は支給されません。

◎高額介護合算療養費とは
　世帯内の同一医療保険加入者で、毎年 ８月から １年間にかかった医療保険と介護保
険の自己負担額を合算し、一定の基準額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度。

◎通知書の送付時期
　・国民健康保険：１月頃　　・後期高齢者医療保険：１２月中旬頃

■支給対象額表

　

こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
季

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、火
災
の
発
生
を
防
止
し
、

高
齢
者
を
中
心
と
す
る
死
者
の
発
生
を
減
少
さ

せ
る
と
と
も
に
、
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

■
平
成
２９
年
度�

全
国
統
一
防
火
標
語

　

『
火
の
用
心　

こ
と
ば
を
形
に　

習
慣
に
』

■
実
施
期
間　

１１
月
９
日
㈭
〜
１１
月
１5
日
㈬

★�

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
は
義
務
で
す
。

ま
た
、
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
点
検
と
お
手

入
れ
を
忘
れ
ず
に
。
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高
額
介
護
合
算
療
養
費
支
給
申
請
が
は
じ
ま
り
ま
し
た

「
秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動
」

が
実
施
さ
れ
ま
す

問い合わせ 佐賀広域消防局 予防課　☎33−6765

◉他の医療保険（協会けんぽ・健保組合・共済等の職場の保険）加入者
　加入されている医療保険者への申請となります。くわしい申請方法等は、基準
日（ ７月３１日）に加入している医療保険者に問い合わせください。その際に介護
保険の「自己負担額証明書」が必要ですので、まず「自己負担額証明書」の交付
申請を行ってください。「自己負担額証明書」は、発行に約 １か月かかります。

◉介護保険の「自己負担額証明書」の交付申請は
　佐賀中部広域連合および多久市地域包括支援課に問い合わせください。
■問い合わせ　〒８40−0８２６　佐賀市白山二丁目 １番１２号
　　　　　　　佐賀中部広域連合�給付課　☎40−１１３4

問い合わせ 市民生活課 保険年金係　☎75−2159
佐賀県後期高齢者医療広域連合　☎64−8476
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